
市営住宅住戸改善事業実施細目 

制  定 平成 14 年４月１日 

最近改正 平成 25 年２月 28 日 

 

第１条 市営住宅住戸改善事業実施要綱（以下「要綱」という。）第７条に定める説明会を開催す

る等の措置とは、説明会の実施及び資料の配布をいう。 

 

第２条 要綱第 11条に定める移転料の額については次の各号に定めるとおりとする。 

 

（１）仮移転料              ２１７,０００円 

（２）本移転料    ２１７,０００円 

（３）前払金                 １５０,０００円以内 

（４）付加金（電話移設料）           ９,６００円 

 

 

第３条 要綱第 15 条に定める当該対象入居者の仮移転前の住宅の家賃額を仮移転先住宅の住戸

面積により補正した額の算定方法は次の式による。 

 

 住戸改善前の住宅の家賃×（仮移転先住戸面積／仮移転先最大面積） 

 

２ 前項の住戸改善前の住宅の家賃とは、当該対象入居者の仮移転前の住宅における住戸改善前

の条例第 19 条第 1項、第 20 条第 1 項、第 35 条第 1 項及び第 37 条第 1 項の定めにより算定し

た額をいう。 

 

３ 第１項に定める算定方法は、同一事業の中で同時期に移転することとなるすべての仮移転先

住宅を対象として適用する。ただし、入居者の希望により予定以外の住宅へ仮移転する場合に

ついてはこの限りではない。 

 

附 則 

この細目は、平成 14 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成 17 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成 21 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成 25 年２月 28日から施行する。 

 


